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本報告書の調査は、北海道旅客鉄道株式会社留萌線箸別駅～増毛駅間列

車脱線事故他１件の鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法に

基づき、航空・鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の原因を究明し、事

故の防止に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を

問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅰ 北海道旅客鉄道株式会社留萌線箸別駅～増毛駅間

列車脱線事故



- 1 - 

鉄道事故調査報告書 
 

 

鉄道事業者名：北海道旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類：列車脱線事故 

発 生 日 時：平成１７年３月２２日 １２時５３分ごろ 

発 生 場 所：北海道増毛
ま し け

郡増毛町 

留萌
る も い

線箸別
はしべつ

駅～増毛駅間（単線） 

深川駅起点６５ｋ２６３ｍ付近 

 

 

平成１８年 ５ 月１８日 

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  佐 藤 淳 造 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  佐 藤 泰 生（部会長） 

委   員  中 川 聡 子 

委   員  宮 本 昌 幸 

委   員  山 口 浩 一 

 

１ 鉄道事故調査の経過 

１.１ 鉄道事故の概要 

北海道旅客鉄道株式会社の留萌線留萌駅発増毛駅行き１両編成の下り普通気第  

５９２１Ｄ列車は、平成１７年３月２２日（火）、ワンマン運転で箸別駅を定刻（１２

時５１分）に出発した。 

列車の運転士は、速度約５８km/hで惰行運転中、１２時５３分ごろ前方約１００ｍ

の線路上に堆積した雪を発見したため、非常ブレーキを使用したが間に合わず、列車

は堆積した雪に乗り上げ、前台車（前後左右は進行方向を基準とする。）第２軸が右

へ脱線した。 

列車には、乗客１名、運転士及び社員１名（添乗巡回の保線係員）が乗車していた

が、死傷者はなかった。 

なお、列車は、床下機器等が損傷した。 
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１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１７年３月２３日、本事故の調査を担当する

主管調査官を指名した。 

北海道運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成１７年 ３ 月２３日    現場調査 

平成１７年 ３ 月２４日    口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

２ 認定した事実 

２.１ 運行の経過 

事故に至るまでの経過は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り

普通気第５９２１Ｄ列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「運転士」とい

う。）の口述によれば、概略次のとおりであった。 

箸別駅を定刻（１２時５１分）に発車し、上り勾配４.５‰、半径４０２ｍの左

曲線を速度約５８km/hで惰行運転中、前方約１００ｍの地点に雪が堆積している

のを発見し、非常ブレーキを使用したが間に合わず、本件列車は雪に乗り上げ、

異音を発するとともに１０秒ほど上下に振動しながら進行した後、停止した。 

停止後、乗客の負傷の有無を確認し、添乗していた保線係員に停止した位置の

確認を依頼した。転動防止の手配をとり、本件列車の状況を確認したところ、消

火器の覆い蓋が損傷し、前台車第２軸が右へ脱線していたので、このことを本社

の輸送指令に会社の携帯電話で連絡した。 

留萌駅を出発してから事故に至るまでの間、本件列車のブレーキの機能に異常

は認められなかった。 

また、本件列車に添乗巡回のため乗車していた保線係員の口述によれば、概略次の

とおりであった。 

事故当日は、点呼で列車巡回の指示を受け、その際に｢雪崩要注意箇所は特に注

意して見るように｣との注意を受けた。 
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事故現場付近は雪崩要注意箇所なので、線路の左側の斜面を注視していた。ブ

レーキによる減速感で体が前のめりになったが、線路上に雪があることには列車

が雪に乗り上げるまで気付かなかった。衝撃のある直前に、雪の崩落した斜面の

地肌が見えた。 

衝撃があった瞬間に前を見たら、雪は窓の下くらいの高さであり、何度かの縦

揺れの後に停止した。深川保線管理室に「雪崩にぶつかり列車が停止した」と会

社の携帯電話で連絡した。 

なお、本事故の発生時刻は、１２時５３分ごろであった。 

（付図１、２、３及び写真１、２、３、５参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

な  し 

 

２.３ 鉄道施設及び車両の損傷に関する情報 

(1) 鉄道施設の損傷等 

深川駅起点６５ｋ２６６ｍ（以下「深川駅起点」は省略。）から前方約３９

ｍにわたってまくら木及び締結装置が損傷した。 

(2) 車両の損傷等 

旅客乗降口の床面、空気ばね覆い、消火器の覆い蓋等が損傷した。 

（付図３及び写真４、５参照） 

 

２.４ 鉄道施設及び車両以外の物件の損傷に関する情報 

な  し 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

運転士        男性 ４３歳 

甲種内燃車運転免許                平成 ４ 年１０月２８日 

 

２.６ 鉄道施設及び車両に関する情報 

2.6.1 鉄道施設の概要 

(1) 同社の留萌線は単線で、事故現場を含む留萌駅～増毛駅間の線路は日本海

に沿って、その大部分は増毛山地から続く台地の麓に敷設されている。事故

現場は線路の左側が自然斜面（以下「本件斜面」という。）、右側は高さ約

４ｍの盛土となっており、盛土の下には町道及び日本海がある。本件斜面の

勾配は１：１.３程度（水平からの角度約３７°）、高さは線路から約３７ｍ
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である。 

(2) 事故現場付近の線形は、６５ｋ２１２ｍ～２７２ｍが半径４０２ｍの左曲

線、６５ｋ２７２ｍ～３１５ｍが直線、また６４ｋ９７４ｍ～６５ｋ５５０

ｍが４.５‰の上り勾配であり、事故現場までの見通し距離は約１００ｍであ

る。 

(3) 事故現場付近には、線路の左側の６５ｋ１７９ｍ～５９３ｍに玉石積の土

留壁が大正１０年の留萌線開業時に設置された。このうち６５ｋ２６９ｍ～

３２９ｍには土留壁を覆うようにコンクリート製の落石止め擁壁とその上部

の柵が昭和５２年に設置された。この落石止め擁壁等の設置については、当

時の記録等が残されていないため、その理由は明らかではない。 

（付図３及び写真２、３参照） 

 

2.6.2 鉄道施設の管理の状況 

事故現場付近の保線担当は、同社旭川支社旭川保線所深川保線管理室（以下「深

川保線管理室」という。）であり、検査については以下のとおりであった。 

(1) 本件斜面の検査 

同社の「線路技術心得（実施基準）」では、巡回検査は徒歩、列車又はモ

ーターカーで４日に１回を標準に、土木施設の検査は２年を超えない期間ご

とにそれぞれ実施することと定められている。 

本件斜面の直近の検査は、平成１６年５月２６日に目視により実施されて

いる。検査記録簿には、６５ｋ２６９ｍ～２９９ｍの落石止め擁壁の裏に崩

土があった旨の記載があり、健全度についてはＡ２（進行している変状又は

欠陥があり、将来それが土木構造物の機能を低下させ、運転保安及び旅客公

衆の安全、正常運行確保を脅かす恐れがあるため処置を要するもの）と判定

されていた。 

しかし、崩土は早急な処置が必要となる量ではなかったために、この時に

は特に処置はしなかった。 

(2) 雪崩に対する点検 

留萌駅～増毛駅間の雪崩に対する点検は、モーターカーによる初列車前の

点検を１往復、並びに必要に応じて本件列車及び増毛駅に到着した本件列車

の編成が折り返し使用される上り普通気第４９２８Ｄ列車（以下「第４９２８

Ｄ列車」という。）による添乗巡回を１往復実施することとなっている。 

事故当日のモーターカーによる初列車前の点検では、異常がないことを確

認していた。 

なお、本件斜面は雪崩要注意箇所に指定されているが、本件斜面において
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キハ５４－５０７

過去に雪崩の発生の記録はなかった。 

 

2.6.3 車両の概要 

車  種    内燃動車（ディーゼルカー） 

編成両数    １両編成 

定  員        ７４名（座席定員５８名） 

記  号     

 

       ●：脱線軸   進行方向 → 

検査状況    本件列車の定期検査の記録には異常は認められなかった。 

 

２.７ 運転取扱いに関する情報 

2.7.1 運転規制の規定等 

雪崩の発生が予想される場合の運転取扱いについては、同社の内規である「災害

時運転規制等規程」に、次のように定められている。 

災害時運転規制等規程（抜粋） 

第２１条 工務所長及び保線所長は、なだれ災害の発生が予想される場合は、

関係駅長又は輸送指令員に運転規制の要請を行った後、その旨を施設指令

に報告すること。 

２ この場合の運転規制を解除する場合も同様とする。 

３ この場合の運転規制速度は、２５km/h以下とする。 

上記規程の他に、同社の内規である「災害時運転規制等マニュアル」（以下「マ

ニュアル」という。）には、保線所長等は毎年１２月１日から翌年３月３１日まで

の毎日、気温、降雪量、積雪量等を観測し本社の工務部長に報告することとなって

おり、この報告は毎日実施されていた。 

また、マニュアルでは災害警備計画表等、警備計画を毎年作成して本社工務部長

あてに提出することとなっているが、災害警備計画表は雪崩要注意箇所に関する記

述箇所がないものであった。 

 

2.7.2 雪崩の発生が予想される場合の対応 

同社の雪崩に対する警備については、「災害時運転規制等規程」に基づき、各保

線管理室の責任と判断の下に、必要な箇所の管理を行っている。 

深川保線管理室では留萌駅～増毛駅間における「災害時運転規制等規程」第２１

条の運転規制を要請するにあたって、雪崩の危険性を判断するためにモーターカー

による初列車前の点検を１往復、並びに必要に応じて本件列車及び第４９２８Ｄ列
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車による添乗巡回を実施することとしているが、斜面上の積雪が多い時期は、この

添乗巡回は毎日実施されていた。 

この点検又は添乗巡回でき
．
裂を発見する等雪崩の発生のおそれを認めた場合に運

転規制の要請が行われるが、事故当日は運転規制の要請は行われていない。 

また、深川保線管理室では、事故当日は気温が上昇するという情報を気象台から

事故前日入手していた。しかし、臨時の点検等を行う規定はなく、２.１に記述した

ように、深川保線管理室では事故当日の添乗巡回を命じられた保線社員に「雪崩要

注意箇所は特に注意して見るように」という指示を出したが、更なる点検等は行わ

れていない。 

 

２.８ 気象等に関する情報 

事故現場の西約２kmに位置する旭川地方気象台留萌測候所増毛地域気象観測所（ア

メダス）の記録によると以下のとおりであった。 

(1) 事故当日の気象 

夜明け前の最も低い気温が２時に５.２℃、本件列車の直前の列車である上り

普通気第４９２４Ｄ列車（増毛駅発７時４６分）が事故現場を通過（７時４７

分ごろ）した直後の８時に７.３℃、事故直前の１２時に７.７℃、事故直後の

１３時に９.６℃、１５時に９.８℃となり事故当日の最高気温を記録し、２４

時に３.６℃となり事故当日の最低気温を記録した。 

また、事故当日は降雨０㎜であり、留萌地方に雪崩注意報が発令されていた。 

(2) ３月１９日から事故前日の気象 

１９日の最低気温は－２.５℃（５時）、最高気温は２.７℃（２４時）、２０

日の最低気温は１.５℃（４時）、最高気温は６.５℃（１４時～１７時）、事

故前日の２１日の最低気温は１.１℃（４時）、最高気温は５.１℃（２３時）

を記録し、１９日の１３時から事故発生まで７２時間にわたって０℃以上の気

温を記録した。１９日から事故前日までの累計雨量は３㎜であった。 

(3) 事故時の気温と平年値との比較 

気象庁によると、事故当日の気温の平年値は、最低気温は－２.２℃、最高気

温は３.１℃であり、２０日～２２日は平年よりも暖かい日が続いており、事故

当日の気温は４月下旬の平年値に相当していた。 

(4) 地震の情報 

事故当日に地震は観測されていない。 

また、事故現場の北東約１４kmに位置する旭川地方気象台留萌測候所の記録による

と事故当日１２時の積雪の深さは４８㎝であった。 

（付図４参照） 
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２.９ 事故現場に関する情報 

2.9.1 事故現場付近の地質及び地形 

事故現場付近の地質は泥岩等の堆積岩類であり、表層には風化した表土が薄く堆

積していた。事故現場周辺の斜面には雑木等が生育していたが、本件斜面には樹木

はなく、雪の崩落によって現れた本件斜面の地肌にはイタドリ等の雑草が散見され

た。 

事故現場付近の地形は、箸別川と暑寒別
しょかんべつ

川に挟まれた標高約５０ｍの台地であり、

本件斜面は日本海に面した北西に向いた斜面で、その勾配は１：１.３程度（水平か

らの角度約３７°）である。事故現場付近の線路の標高は約１０ｍである。 

なお、本件斜面の周辺では、樹木の伐採、土地開発等の周辺環境の変化は見られ

なかった。 

（付図３及び写真３参照） 

 

2.9.2 事故現場の状況 

事故後、本件列車の先頭は６５ｋ３０８ｍに停止し、前台車第２軸は右へ約１０

㎝脱線し、レール及びまくら木等には、本件列車の車輪のフランジによるものと見

られる痕跡が約４２ｍにわたって認められた。 

本件斜面の雪の崩落箇所はすべて鉄道用地内で、幅約１０ｍ、高さ（斜面の延長）

約２２ｍの斜面に直角方向の浅い谷のような形状であった。崩落前の本件斜面の積

雪の深さは約１ｍであり、本件斜面上部から少量の水が流れていた。また、本件斜

面には雪崩止め柵等の設備は設けられていなかった。 

本件斜面から崩落した雪の量は約２２０㎥で、本件斜面の表土の一部も崩落した

雪の中に含まれていた。崩落した雪等の多くは落石止め擁壁及びその上部に設けら

れた柵に止められたが、落石止め擁壁等は６５ｋ２６９ｍから増毛駅方にしかない

ため、落石止め擁壁等のない６５ｋ２６０ｍ～２６７ｍ付近の線路上に流出した。

線路上の雪等の量は約６０㎥で、レール面から約１.５ｍの高さまで堆積した。 

また、本件列車の直前の列車の運転士から線路の異常については報告されていな

い。 

（付図３及び写真３参照） 

３ 事実を認定した理由 

３.１ 解析 
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3.1.1 雪の崩落に関する解析 

２.８、2.9.1及び2.9.2に記述したように、留萌測候所の積雪の深さは４８㎝であ

ったが、本件斜面の積雪の深さが約１ｍであったことについては、本件斜面が北西

に向いた斜面であり、また斜面に直角方向の浅い谷のような形状をしていたことが

関与したと推定される。 

2.9.1及び2.9.2に記述したように雪崩の発生を予防する設備や樹木がない本件斜

面は、2.6.2(1)に記述したように表土が崩落する変状が進行し、積雪に対する支持

力が弱かったものと推定される。 

また、２.８(1)～(3)に記述したように、事故発生まで７２時間にわたって０℃以

上の気温を記録し、事故当日は９.８℃の気温となり、事故の２日前から平年よりも

暖かい日が続いて急速に雪解けが進行し、もともと弱い本件斜面の支持力がさらに

弱くなったため、雪崩が発生したものと推定される。また、2.9.2に記述したように、

本件斜面の表土の一部も崩落した雪の中に含まれていたことから、雪崩の種類は全

層雪崩であると推定される。 

2.6.1(3)及び2.9.2に記述したことから、崩落した雪等の多くは落石止め擁壁等に

止められたが、一部が６５ｋ２６９ｍの落石止め擁壁の端部から線路上に流出して

堆積したものと推定される。 

なお、雪崩の発生した時刻は、本件列車の直前の上り列車が通過した７時４７分

ごろから本件列車が接近した１２時５３分までの間と推定される。 

また、運転士が線路上に堆積した雪をその約１００ｍ手前に近づくまで発見でき

なかったのは、2.6.1(2)に記述したように、本件斜面の手前の線路が左曲線で見通

しが悪かったためと推定される。 

 

3.1.2 脱線の発生に関する解析 

本件列車は、3.1.1に記述した全層雪崩の発生により線路上に堆積した雪等に乗り

上げ、前台車第２軸が右へ脱線したものと推定される。 

 

3.1.3 雪崩対策に関する解析 

3.1.1に記述したように、本事故においては、落石止め擁壁の端部から崩落した雪

等が流出していることから、このような箇所については、雪崩要注意箇所として雪

崩防止柵及び雪崩検知装置の設置を検討すべきである。 

また、事故当日は、気温が高くなることが予想されていたが、雪崩に対する点検

の間隔が長時間となっていたことから、臨時の点検を実施することや、見通しの悪

い雪崩要注意箇所における減速運転の実施などについても検討すべきであった。 
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４ 原 因 

本事故は、積雪に対する支持力が弱い斜面上の積雪が急激な気温上昇により全層雪

崩を発生させ、その雪等が線路上に堆積していたため、本件列車がこれに乗り上げ、

前台車第２軸が右へ脱線したことによるものと推定される。 

５ 参考事項 

 同社では本事故の再発防止対策として、次の事項を実施した。 

(1) 本事故現場を含む雪崩要注意箇所に計画的に雪崩防止柵等を設置することとし、

本事故現場には雪崩防止柵を平成１７年９月に設置した。 

(2) マニュアル中の災害警備計画表に雪崩要注意箇所を追記し、雪崩に対する対策

を本社及び支社も把握し、必要に応じて指導を行うこととした。 

また内規として雪崩要注意箇所近傍の気温及び連続雨量による「雪崩警備発動

基準」を新たに定め、この基準を超えた場合又は超えるおそれがある場合には、

特別巡回を実施する等、雪崩に対する警備体制を強化した。本事故現場付近の「雪

崩警備発動基準」は、気象庁の増毛地域気象観測所（アメダス）のデータを活用

し、融凍期には気温６℃又は連続雨量１０㎜と定められた。 



付図１　留萌線路線図
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付図２　事故現場付近の地形図

- 10 -

　ＪＲ北海道
　函館線

事故現場

N

事故現場

増毛1:25,000
500m 5000 1000 1500

国土地理院　２万５千分の１　地形図使用



標高（ｍ）

約10cm
65k263m 65k305m

脱線した前台車第２軸

A－A断面図

　
-
 
1
1
 
-

付図３　事故現場略図
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付図４　増毛の３月の最高気温及び最低気温並びに平均気温の平年値(1979-2000)
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     写真２

左レール

  運転士が線路上の雪を
発見した箇所からの見通
し（事故翌日）

写真３　雪崩箇所の状況

写真１　脱線現場の状況
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事故当日 事故翌日

落石止め擁壁上の柵

雪が堆積していた位置

土留壁

落石止め擁壁上の柵



左レール
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写真４　脱線による痕跡

   写真５  脱線の状況及び
         車両の損傷状況

前台車　第２軸
右車輪

歪んだ空気ばね覆い

フランジによるものと
見られる痕跡



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


